
釧路で育つ宿根草の交換会
A５月27日㈯午後１時30分～３時※
雨天順延／B公園緑化協会管理棟前駐
車場横広場／F宿根草の交換会、即売
会／G交換・購入のみの場合は無料。
販売する場合は300円※交換会に株を
持ち込む方は５月26日㈮までに電話連
絡／J「緑いっぱい市民運動」世話人
会事務局(公園緑化協会内M24-0513)

  職員･公募委員等

産休代替等教員および
非常勤講師等の事前登録者
　事前登録することで、市内小・中学
校の欠員状況に応じて、北海道教育委
員会に推薦することが可能となります｡
なお、応募いただいても必ず採用され
るとは限りませんので、あらかじめご
了承ください。
D市立小・中学校で産休代替等教員お
よび非常勤講師等を希望される小学校
教諭または中学校教諭の教員免許状を
お持ちの方／I履歴書(お持ちの教員
免許状の種類、希望校種、担当可能な
教科および指導可能なクラブ等を必ず
記入)を直接または郵送でMOO４階
市教委教育支援課教育政策担当(〒085-
0016錦町2-4M65-6450)へ

  その他

2023(令和５)年度
第１回道営住宅の入居者
募集住宅＝[２人以上の一般世帯向け
住宅]住之江３DK９戸　[２人以上の
世帯向け特定目的住宅]高齢者等世帯
向け住宅(住之江３DK２戸)、新婚世
帯向け住宅(住之江２LDK１戸)、小
学生以下同居世帯向け住宅(釧路クレ
インヴィラ２LDK１戸、愛国２LDK
２戸、若竹３LDK１戸)、母子父子世
帯向け住宅(曙３LDK１戸)　[単身者
向け住宅]シルバーハウジング住宅(釧
路クレインヴィラ２DK２戸※相談や
見守りなどの支援があれば自立した生
活を営むことができる高齢者であるこ
と)／郵送受付＝申込書を受領後、５
月９日㈫正午までに郵便局窓口へ／イ
ンターネット受付＝５月８日㈪午前８
時45分～10日㈬午後３時30分(Nhttp://
www.kushiro-jk.or.jp)／窓口受付＝
５月８日㈪～13日㈯※感染症などの
拡大状況に応じて、受付方法を変更す
ることがあります／I印鑑、申込書(釧
路市住宅公社の窓口で配布または釧路
市住宅公社ホームページ
からダウンロード)､北海
道営住宅抽選カードを持
参し釧路市住宅公社(市
役所５階M31-4563※13
日㈯は交流プラザさいわ
い)へ。※詳細はお問い
合わせください。

特別児童扶養手当・
児童扶養手当の金額改定
　４月分から特別児童扶養手当、児童
扶養手当の金額が改定されました。
●特別児童扶養手当

●児童扶養手当(全部支給の場合)

Jこども支援課(M31-4540）

５月の子育て講座
●乳歯のお手入れ
A５月18日㈭午前
10時30分～11時
30分／D０歳～
就園前／F虫歯の
予防法と正しい磨き方／BI中部子育
て支援拠点センター(M38-5037)
●先輩ママとのフリートーク
　｢トイレトレーニング」
A５月23日㈫午前11時～11時40分／
D０歳～就学前／BI親子つどいの広
場昭和(M55-2231)
●救急法
A５月25日㈭午前10時30分～11時30
分／D０歳～就学前／Fけがや病気の
対応、AEDの使い方等／BI西部子
育て支援拠点センター(M65-6112)

すくすく事業・説明講習会
　子育て応援ボランティアさんを募集
しています。講習会に参加して、子育
てのお手伝いをしてみませんか？
A５月24日㈬午前10時～午後３時、
26日㈮午前10時～午後４時／B総合
福祉センター／D市内在住の18歳以
上で子育てに意欲のある方／F子ども
の救急法や身体と病気等、子どもを預
かるうえで必要な講義／I５月17日㈬
までに電話で子育てサポートセンタ
ー・すくすく(M23-2552)へ

ひとり親家庭等の
お父さん、お母さんへお知らせ
●弁護士による無料法律相談
A５月17日㈬午後１時30分～４時／D

ひとり親、寡婦および離婚前の方(託
児あり。要予約)／E４人／F離婚、
親権、養育費、面接交渉権等
●就業支援セミナー
　｢履歴書､職歴書の書き方・出張相談｣
A５月18日㈭午後１時30分～３時30分
／Dひとり親家庭等の親(託児あり。
要予約)／E２人
●ひとり親家庭のための自習室
A５月の毎週月曜日午後１時30分～４
時30分／D資格取得を目指しているひ
とり親家庭等の親および子(託児あり｡
要予約)／H学習アドバイザー付き
●パソコン学習室
A５月の毎週火曜
日午前10時～午
後３時／Dひとり
親家庭等の親(要
予約)／E７人
【共通】Bこども家庭サポートステー
ションあさひ(旭町16-5)／I釧路母
子家庭等就業・自立支援センター(M
22-2401)

マイナンバーカードセンター
５月の休所日
A毎週水曜日(５月３日㈬は除く)、６
日㈯、21日㈰／Jマイナンバーカー
ドコールセンター(U0120-954-193)

街路灯維持に関するお知らせ
●2023(令和５)年度街路灯維持費等
　補助申請受付(釧路地域対象)
　2022(令和４)年度に申請された団
体・個人に書類を送付しています(郵
送受付可)。
A５月８日㈪～11日㈭午前９時～午後
５時／B市役所１階ギャラリー／D

2023(令和５)年４月１日現在設置済
みの街路灯を維持管理している団体・
個人
●街路灯維持費等補助金は個人でも
　申請できます(釧路地域対象)
　市では夜間の犯罪防止や交通の安全
確保などのために設置している街路灯
に補助金を交付しており、町内会等の
団体に限らず個人で街路灯を管理され
ている方も申請することができます。
既に個人で管理をされている方や、こ
れから個人での管理をお考えの方はお
問い合わせください。
●街路灯整備費補助制度の補助率が
　上がりました(釧路地域対象)
　LED街路灯への取り替えや新設、
更新、灯柱の更新、照明器具の移設等
街路灯の整備に対して補助を行ってい
ます。2023(令和５)年４月１日より､
補助率が整備費用の10分の８(限度額
は１万円)へ上がりました。詳しくは
お問い合わせください。　
【共通】J市民生活課(M31-4590)

林野火災に注意！
　空気が乾燥し林野火災の発生しやす
い季節となりました。タバコの投げ捨
て、火遊びはやめましょう｡また、山
林に入る場合は所有者の許可を受けま
しょう。
J農林課農林振興担当(M31-2552)

水道工事による日中交通規制
(片側交互通行等)のお知らせ
　地震に強い水道管に取り替える工事
を行います。
A①～11月下旬　②６月下旬～2024
(令和６)年２月下旬各午前９時～午後
５時※一部夜間工事あり／規制箇所＝
富士見緑ケ岡通(セイコーマート釧路
鶴ケ岱店付近～釧路住吉郵便局付近)
の車道および歩道

　

J上下水道部水道整備課建設担当(M
43-2163)

2023(令和５)・2024(令和６)年度
競争入札参加資格審査申請受付
(追加登録)
 すでに登録されており、工種に変更
がない方は申請の必要はありません。
対象業務＝①建設工事および建設工事
に係る委託　②物品の購入およびその
他の契約(建設工事に係る委託を除く)
※資格要件、登録先部局等は申請の手
引きをご覧ください／登録期間＝７月
１日～2025(令和７)年３月31日／I

５月10日㈬までに申請書を電子メー
ル(手引きにて指定する書類は郵送)で
契約管理課契約担当(〒085-8505黒
金町7-5M31-4508P①koujisinsei@
city.kushiro.lg.jp②buppinsinsei@
city.kushiro.lg.jp)へ※詳細は申請書
および申請の手引き(市ホームページ
からダウンロードまたは市役所１階市
政情報コーナー、各行政センター地域
振興課で有料コピー可)をご覧ください｡

■女性のための無料法律相談(要予約)
A５月10日㈬午後１時～３時／E４人
／BI５月２日㈫午前９時から電話で
男女平等参画センターふらっと(M65-
1034)へ
■障がい者就労支援相談(要予約)
A５月18日㈭午後１時～４時／B防災
庁舎３階障がい福祉課／I障がい福祉
課(M23-5201)、障がい者就業・生活
支援センターぷれん(M65-6500)
■外国人のための無料相談会
A５月21日㈰午前10時～午後１時／B

観光国際交流センター２階くしろ国際
交流プラザ／F在留資格や生活全般に
関する相談／J札幌出入国在留管理局
釧路港出張所(M22-2430)
■釧路・釧根地区障害年金相談会
A５月27日㈯午前11時～午後２時30
分／Bコーチャンフォー釧路文化ホー
ル地下２号会議室／J札幌障害年金サ
ポートセンター(山内M011-303-4864)
■ふれあい相談
A[電話相談]月・水・金曜日、[面接
相談(要予約)]月曜日各午前10時～午
後３時30分※祝日を除く／B総合福祉
センター(旭町12-3)／F家庭生活全
般、心配ごと、悩みごと／Jふれあい
相談センター(M24-7837)
■障がいに関わる相談窓口
A月～金曜日午前９時～午後５時／B

障がい者基幹相談支援センター(双葉
町17-10自立センター内M65-7380O

65-6470)

■障がい者の虐待についての専門窓口
A月～金曜日午前９時～午後５時／B

障がい者虐待防止センター(白金町2-14
ハート釧路内M25-3500O32-7421)
※緊急時は24時間対応
■成年後見制度についての専門窓口
A月～金曜日午前９時～午後５時／B

権利擁護成年後見センター(旭町12-3
総合福祉センター内M24-1201O24-37
62)
■生活相談支援センター
　｢くらしごと」(要予約)
A月～金曜日(祝日を除く)午前９時～
午後６時／F生活や就労に関する相談
／BIくらしごと(北大通12-1-14ビケ
ンワークビル１階M65-1250)

■法律相談(要予約。先着６人)
A６月２日㈮午後１時～３時
■人権相談(要予約。先着５人)
A５月12日㈮、26日㈮午後１時～３時
30分
【共通】B市役所１階市民相談室／I

相談日の１週間前の金曜日午前８時50
分から電話で市民協働推進課(M31-45
04・4505)へ
■行政相談(当日受付)
A５月２日㈫、16日㈫午後１時～３時／
B市役所１階市民相談室／H事前予約
制のオンライン相談も行っています(毎
週火曜日午後１時～３時)／J釧路行
政監視行政相談センター(M23-1100)

2023(令和５)年度
甲種防火管理新規講習
A６月29日㈭・30日㈮／Bまなぼっ
と幣舞／E100人／G8,000円／I５
月17日㈬～24日㈬に申込書(日本防
火・防災協会のホームページからダウ
ンロード)をインターネットからまた
はファクスで(一財)日本防火・防災協
会(O03-6274-6977・03-6812-714
0)へ※定員に満たない場合は２次募
集(６月11日㈰・12日㈪)あり／J消
防本部予防課予防広報担当(M23-042
6)

農地中間管理事業に係る借受希望者
　北海道農業公社が農地中間管理権を
取得した農用地等の借受希望者を募集
します。
申込期間＝通年／D認定農業者等の地
域の担い手、新規参入者等／I「農地
等の借受希望者申出書」を北海道農業
公社釧路支所業務農地課(M22-1538)
または農業委員会事務局(M31-4596)
へ

音訳・点訳図書製作ボランティア
養成講習会
 視覚障害者向け録音図書および点字
図書の製作のための技術を学びます。
①音訳図書製作ボランティア
　養成講習会
A６月２日～10月６日の毎週金曜日(８
月11日㈮は除く)午前10時～正午(全
18回)※初回は必ず出席してください
／E[音訳(図書・資料を読み録音)]10
人、[校正(録音を聞き原本と照合)]５
人、[デイジー編集(校了後パソコンに
て編集、CD図書を製作)]若干名／G

1,210円(テキスト代)／締切＝５月31
日㈬
②点訳図書製作ボランティア
　養成講習会
A６月22日～10月26日の毎週木曜日
午前10時～正午(全16回、夏休み３日
あり)／E８人(定員締切)／G1,540
円(テキスト代)
【共通】D受講後、点字図書館のボラ
ンティア活動ができる市民。デイジー
編集はパソコンのできる方※子連れで
の参加不可／BI電話で身体障害者福
祉センター(川北町4-17M24-7471)へ

釧路市男女平等参画審議会委員
　釧路市男女平等参画推進条例に基づ
き設置している審議会の委員を募集し
ます。
委嘱期間＝６月29日～2025(令和７)
年６月28日／募集人数＝若干名／D

男女平等参画に関することに関心のあ
る市民／I５月24日㈬(必着)までに
所定の応募用紙(市ホームページから
ダウンロードまたは市役所１階市政情
報コーナー、各行政センター、男女平
等参画センター、コア各館に設置)を
直接または郵送で市役所２階市民協働
推進課(〒085-8505黒金町7-5M31-45
04)へ

各種講習会等開催助成制度の
対象事業
 小・中学生、高校生等を対象とし、
文化や芸術を体験する機会を提供する
事業および市の伝統文化の指導等を行
う事業に対し助成します。
D市内に事務局のある実行委員会等／
助成金額＝総額20万円※１事業に対
する限度額は10万円予定(対象経費総
額の３分の１以内等規定あり)／I５
月１日㈪～６月２日㈮に市教委生涯学
習課(M31-4579)へ

５月31日㈬は
以下の市税等の納期限です
・固定資産税(第１期)
・軽自動車税種別割
・５月分保育園保育料
●市税等　休日の納付相談窓口
A５月27日㈯午前９時～午後５時
◆市税等の滞納に対しては、動産・不
動産を問わず差し押さえを執行し厳し
く対処しています。納付に当たってお
困りの際は納税課までご相談ください｡
J納税課(M31-4517・4518)
■■納付には便利な口座振替を■■
スマホでの納付が可能になりました

５月31日㈬は
自動車税種別割の納期限です
　自動車税種別割の納税通知書を５月
８日㈪に発送します。住所が変わった
方や納税通知書が届かない方はご連絡
ください。納税については、金融機関
や郵便局、コンビニエンスストア、総
合振興局窓口の他、パソコンやスマー
トフォンからの手続きによるクレジッ
トカードでも可能です。また、今年度
から納付書に付与されている地方税統
一QRコードにより、スマートフォン
決済アプリ等でも納税できます。必ず
納期限までに納めましょう。
J釧路総合振興局納税課(M43-9179)

環境事業課からのお知らせ
●｢集まれ！ごみひろい隊会」に
　参加しませんか
A５月20日㈯午前９時～11時(雨天中
止)／清掃区域＝市役所周辺、港湾地
域周辺、幸町、黒金町、北大通、MOO
周辺、末広歓楽街地域、栄町平和公園
周辺／受付場所＝防災庁舎前広場／J

釧路市マチをきれいにする推進協議会
事務局(環境事業課内M31-4551)
●生ごみ処理機等の購入費を助成します
　生ごみで堆肥を作り、家庭菜園など
で活用しませんか。
助成額＝[コンポスト化容器]1,000～
3,000円(１世帯２個まで)、[電気生ご
み処理機]限度額１万円(１世帯１台) 
※予定台数に達し次第締め切り

●ごみを減らすためには
　｢ごみを減らすため」｢増やさないた
め｣に、買い物では「もったいない」
を意識して「てまえどり」を心掛け、
家庭では「使い切り・食べ切り・水切
り」の３きり運動を実践するなど、日
常生活でできることから始めましょう｡
●５月の不燃ごみの収集日
[釧路・音別地域]第１・３水曜日の地
区は、５月３日㈬、17日㈬、第２・
４水曜日の地区は５月10日㈬、24日
㈬　[阿寒地域]第２・４金曜日の地区
は５月12日㈮、26日㈮、第２・４土
曜日の地区は５月13日㈯、27日㈯※
各該当地区はクリーンカレンダーをご
覧いただくかお問い合わせください。
【共通】J環境事業課廃棄物対策担当(M
31-4551)、K市民課環境担当(M66-
2211)、L市民課環境担当(M01547-
6-2231)

環境保全課からのお知らせ
●犬は登録を必ず行い、
　適正に飼育しましょう！
　飼っている犬は室内犬・室外犬を問
わず、各自治体で畜犬登録をすること
が法律により定められています。震災
等でも逃げ出すことが無いよう、首輪
やリード等の点検を忘れないようにし
ましょう。
●年１回の狂犬病予防注射も
　忘れずに受けましょう！
　狂犬病予防注射は、狂犬病予防法施
行規則により毎年４～６月に接種する
こととされています。
●野犬に注意しましょう！
　湿原に近い場所での単独行動を避け
るなど、野犬に注意してください。発
見した場合にはむやみに近づかないよ
うにし、場所や出没時間、野犬の特徴
等をご連絡ください。
J環境保全課環境衛生担当(M31-453
3)

｢暗所視支援眼鏡」の
購入助成について
　2023(令和５)年度から、重度障が
い等の方を対象とした釧路市日常生活
用具給付事業の給付品目に「暗所視支
援眼鏡」が追加されました。
D次の①～③全てに該当する方(※要
医師意見書)。①視覚障がいのある方､
または難病患者等　②「夜盲」または
「視野狭窄」の症状があり、眼科の医
師により装用効果が認められた方　③
用具を自分で操作し、使用により単独
での通学・通勤等が可能となるか、就
労や就学等の社会参加が期待できる方
／助成額＝限度額43万4,500円／自己
負担額＝３万7,200円(市民税非課税
世帯・生活保護世帯は自己負担なし)
／J障がい福祉課(M23-5201)

優良勤労障がい者および障がい者
雇用優良事業所等を表彰します
　長年にわたり仕事をしている障がい
のある方や、障がいのある方を雇用し
ている事業所を推薦してください。自
薦・他薦は問いません。
D①長年にわたり就労または事業所を
営み、他の模範となる優良勤労障がい
者　②長年にわたり障がい者の雇用促
進に特に貢献のあった団体や個人　③
障がい者の雇用割合と定着率が高く、
職場の環境改善に努力している事業所
／推薦締切＝５月12日㈮／表彰式＝７月
10日㈪／J障がい福祉課(M23-5201)

子宮頸(けい)がんワクチン
無料予防接種について
　子宮頸がんワクチンは、子宮がん全
体の50～70％の原因とされる２種類の
ヒトパピローマウイルス(16型と18型)
などの持続感染等に対して予防効果を
持つワクチンです。
 2023(令和５)年４月１日より、これ
までの２価(サーバリックス)・４価(ガ
ーダシル)ワクチンに加え、９価(シル
ガード)ワクチンが選択可能となりま
した。
定期接種対象者＝12歳になる年度の初
日から、16歳になる年度末日までの女
性(小学校６年生から高校１年生相当)
／キャッチアップ接種対象者＝平成９
年４月２日～平成19年４月１日生まれ
の女性※2025(令和７)年３月までの経
過措置／接種回数＝２回または３回　
※接種回数、接種間隔はワクチンによ
り異なる／J健康推進課(M31-4524)

上下水道料金
夜間・日曜納付相談窓口
夜間=５月16日㈫午後８時まで／日曜
=５月７日㈰午前９時～午後５時／B

上下水道料金お客様サービスセンター
(南大通2-1-121)／J第一環境㈱釧路
事務所(上下水道部検針および収納等
業務受託会社M43-2161)

５月はクルーズ船が入港します
利用岸壁＝耐震・旅客船ターミナル

※今後変更・中止となる可能性があり
ます。
J港湾空港課(M53-3371)

交通安全
●春の全国交通安全運動
　５月11日㈭～20日㈯
　ストップ・ザ・交通事故
　～めざせ安全で安心な北海道～
〇子どもと高齢者の交通事故防止
〇自転車乗用中の交通事故防止
〇全ての座席のシートベルト、チャイ
ルドシートの正しい着用
〇スピードの出し過ぎ防止
〇飲酒運転の根絶
●GW期間中の交通事故防止
　ドライブや旅行など本格的な行楽期
が始まりますが、車を運転する際は制
限速度を守り安全運転に努めて交通事
故を防止しましょう。
●自転車の乗車用ヘルメット着用
　努力義務化について
　道路交通法の一部改正により、４月
から全ての自転車利用者は、自転車の
乗車用ヘルメット着用が努力義務とな
りました。自転車に乗る時は、｢命を守
る乗車用ヘルメット」を積極的にかぶ
りましょう。
【共通】J市民生活課(M31-4521)

環境保全課からのお知らせ
●しべちゃの宿場ネットワーク
　～

えきていしょ

駅逓所の時代～
　かつて標茶町内にあった「駅逓所」
を取り上げ、当時の人々にとって、駅
逓所がどのような存在であったのかな
どについて詳しく展示します。
A４月29日㈯～５月７日㈰午前10時
～午後５時／BJ塘路湖エコミュージ
アムセンター(M015-487-3003)
●春の展望台散策会
　飛来し始めた夏鳥や春の植物を観察
します。
A５月20日㈯午前10時～正午／Bサ
ルボ・サルルン展望台周辺／Cサルボ
展望台駐車場／E15人／I電話で塘路
湖エコミュージアムセンター(M015-
487-3003)へ

●早朝バードウオッチング
　釧路湿原は繁殖期を迎えた野鳥のさ
えずりで大賑わい。
何種類の鳥を見つけ
られるでしょうか？
A５月21日㈰午前８
時～10時／E15人／
BI電話で温根内ビジターセンター(M
65-2323)へ
●釧路湿原国立公園クリーンデー
A５月27日㈯午前10時～11時※雨天
順延／B細岡ビジタ
ーズ・ラウンジ、細
岡駅周辺、達古武オ
ートキャンプ場周辺
／Fごみ拾い／I電
話またはメールで釧
路湿原国立公園連絡
協議会事務局(環境保全課内M31-4594
Pka-shizenhogo@city.kushiro.lg.
jp)へ

５月は消費者月間です
「デジタルで快適、消費生活術～デジ
タル社会の進展と消費者のくらし～」
●街頭啓発
A①５月９日㈫、②５月11日㈭、③５
月11日㈭各午前11時／B①イオンモ
ール釧路昭和　②コープさっぽろ中央
店　③ビッグハウス旭町店／Fポケッ
トティッシュやチラシ等啓発資材の配
布
●パネル展
A①５月１日㈪～11日㈭、②５月１日
㈪～31日㈬、③５月16日㈫～25日㈭／
B①コアかがやき　②イオンモール釧
路昭和　③中央図書館
●バス研修
A５月30日㈫午前９時～午後２時30分
／Bくしろバス本社、観光国際交流セ
ンター、釧ちゃん食堂、釧路湿原野生
生物保護センター／E20人／G昼食代
自己負担／I５月８日㈪午前10時から
釧路消費者協会(M24-2037)へ
【共通】J市民生活課(M31-4521)

街のみどりパネル展
AB５月８日㈪～15日㈪音別地域交
流拠点施設「ルート38音別館おんぽ
ーと｣、16日㈫～21日㈰阿寒町公民館､
23㈫～26日㈮防災庁舎１階／F2022
(令和４)年度花壇コンクールの写真パ
ネルの展示、花の種無料配布(１人１
袋。無くなり次第終了)／J公園緑地
課緑化管理担当(M31-4557)

５月は赤十字運動月間です
●赤十字社資募集実績のご報告とお礼
　2022(令和４)年度の赤十字社資は､
総額650万4,053円でした。ご協力あ
りがとうございました。
●赤十字社資の募集にご協力を
　５月から2023(令和５)年度の赤十字
社資募集活動が始まります。日本赤十
字社から委嘱された協賛委員が各家庭
を訪問、またはお願い文書による振込
依頼の際には、ご協力をお願いします｡
J日本赤十字社釧路市地区(社会援護
課内M61-5032)

寄港日 　　　　船名・入出港時間 

5/3㈬
 シルバー・ミューズ 

 入港 午前８時 出港 午後４時

5/9㈫
 セブンシーズ・エクスプローラー

 入港 午前８時30分 出港 午後６時30分

5/10㈬
 シルバー・ウィスパー　

 入港 午前８時 出港 午後４時

5/29㈪
 ヘリテージ・アドベンチャラー 

 入港 午前８時 出港 午後２時

市民意見提出手続条例に基づき、皆さんの意見を募集します
　下記の素案の詳しい内容は、各公表場所に備え付けの資料か市ホームページを
ご覧ください。

内　　容

募集期間
原案の
公表場所

意見の
提出方法

提出・
問合先

　条例で定める寄附金税額控除(市が条例で指定した寄附金については、
個人市民税の控除対象とすることができるもの)の対象として、新たに公
立大学法人等に対する寄附金を追加するもの。

市民税課市民税担当（〒085-8505黒金町7-5M31-4514 O25-8530
Pshi-shiminzei@city.kushiro.lg.jp）

市ホームページや原案の公表場所に備え付けている意見等の提出書に、住
所、氏名(団体名)、意見等提出者の区分を記入の上、メール、郵送、信書便、
ファクス、持参で提出してください。

市役所１階市民税課
市役所・各行政センター１階市政情報コーナー、各支所、市ホームページ

４月下旬～５月下旬

釧路市税条例の一部改正

スマートフォ
ン

での
トップ画面

●スマートフォンで
　右のＱＲコードを
　読み取り、アプリ
　をダウンロードし
　てご利用ください

広報くしろの「アプリ」を
利用してみませんか？
　「広報くしろ」のアプリをダウンロード
すると、広報くしろの紙面に掲載されてい
る「市からのお知らせ」の一部と「生涯学
習ガイド」、市内各地域の「クリーンカレ
ンダー」が、スマートフォンでいつでも、
どこでも見ることができます。
　イベントの日時や場所を手軽に検索でき、
地図機能も連動しているため大変便利です。
　また、広報くしろ全体が読める市ホーム
ページにリンクし、電子書籍で手軽に読む
ことができます。
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